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こうとう区報6／11号4面に掲載しました、東京都知事選挙の投票所開設に伴う東砂スポーツセンターの休館・休止の記事の内容が変更となりました。
変更後は、大体育室に加えてトレーニング室および屋内プールも、7／5(日)全日、一般公開が中止となります▢問東砂スポーツセンター☎5606-3171、
℻5606-3176

昨
年
の
台
風

号
で
は
︑
強
風
に

15

よ
る
電
柱
等
の
倒
壊
に
よ
り
︑
大
規

模
な
停
電
が
発
生
し
︑
台
風

号
の

19

際
に
は
︑
本
区
で
は
初
め
て
の
避
難

勧
告
を
発
令
す
る
等
︑
多
く
の
課
題

と
教
訓
を
残
し
ま
し
た
︒

こ
れ
ら
一
連
の
経
緯
を
検
証
す
る

中
で
︑
私
が
一
番
の
課
題
と
し
て
挙

げ
た
の
が
︑
災
害
情
報
を
い
か
に

﹁
知
る
﹂
か
と
言
う
こ
と
で
す
︒

昨
年
の
台
風

号
の
際
︑
報
道
機

19

関
等
は
︑
大
規
模
な
被
害
が
発
生
し

た
地
域
の
情
報
を
繰
り
返
し
発
信
し
︑

荒
川
下
流
地
域
の
情
報
は
極
端
に
少

な
い
状
況
で
し
た
︒
ま
た
︑
避
難
勧

告
発
令
直
後
に
は
︑
自
宅
の
地
区
は

避
難
が
必
要
な
の
か
等
の
︑
問
い
合

わ
せ
が
殺
到
し
ま
し
た
︒

こ
れ
ら
の
対
策
と
し
て
︑
今
年
度

は
ま
ず
︑
住
ん
で
い
る
土
地
を
﹁
知

る
﹂
た
め
︑
区
全
域
の
洪
水
・
高
潮

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
改
定
し
︑
全
世

帯
・
事
業
所
に
配
布
を
し
ま
す
︒

ま
た
︑
停
電
時
で
も
今
の
状
況
を

﹁
知
る
﹂
た
め
の
情
報
収
集
や
︑
携

帯
電
話
へ
の
充
電
に
も
利
用
可
能
な

﹁
防
災
備
蓄
用
ラ
ジ
オ
﹂
を
︑
�

月

か
ら
全
世
帯
へ
配
布
を
始
め
ま
す
︒

江
東
区
は
︑
過
去
の
幾
多
の
水
害

と
戦
い
な
が
ら
︑
治
水
安
全
性
を
大

き
く
向
上
さ
せ
︑
今
や
﹁
浸
水
﹂
か

ら
﹁
親
水
﹂
の
ま
ち
へ
と
大
き
く
変

貌
を
遂
げ
ま
し
た
︒

今
の
暮
ら
し
に
︑
油
断
と
過
信
を

す
る
こ
と
な
く
︑
ま
ち
の
安
全
を
守

る
た
め
の
対
策
を
︑
一
つ
ひ
と
つ
着

実
に
実
行
し
て
い
き
ま
す
︒

最
後
に
︑
現
在
区
で
は
マ
ス
ク
・

消
毒
液
の
備
蓄
や
︑
避
難
所
で
の
感

染
予
防
対
策
の
検
討
を
進
め
て
い
ま

す
が
︑
ご
家
庭
で
も
家
族
用
の
マ
ス

ク
や
簡
易
ト
イ
レ
等
を
︑
予
め
備
蓄

し
︑
避
難
所
に
も
持
参
で
き
る
よ
う

ご
用
意
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
︒

今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
を
機
に
︑
各
家

庭
で
も
︑
食
糧
や
衛
生
用
品
の
備
蓄

が
常
識
と
な
る
社
会
を
皆
さ
ん
と
築

い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

ま
た
来
る
災
害
に
備
え
る
た
め
に

社
会
福
祉
協
議
会
で
は
皆
さ
ま
か
ら
の

あ
た
た
か
な
ご
寄
付
を
地
域
福
祉
向
上
の

た
め
有
効
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒

令
和
�
年
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︵
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付
順
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�
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円
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�
�
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善
意
の
ご
寄
付
に
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す

★シェン先生のもっとおもてなし英会話 特別編

番組内で紹介してきた｢ワンポイン
ト下町English｣をおさらい。日常の
場面で役立つ英語をご紹介します

6／28(日)〜7／4(土)放送
すでに放送した分は、区ホームページ
｢江東ワイドスクエア｣からご覧いた
だけます
都合により、内容が変更となる場合があ
ります。あらかじめご了承ください。
番組に対するお問い合わせ、放送終了後
のDVD貸出は広報広聴課報道係へ
☎3647-8589、℻5634-7538

江東ワイドスクエア7月の放送予定 区の情報番組 江東ワイドスクエア ケーブルテレビ 11ch
9：00、12：00、15：00、19：00〜放送

毎週、以下の特集コーナーとともに、区内で行われたイベントや出来事を｢今週の話題(ニュース)｣としてお伝えします。

日曜 10：00〜10：20 イベントやまちの情報
月曜 19：00〜19：05 防災・安全一口メモ

水曜・木曜 19：00〜19：10 タイムリーな区政情報
ラジオこうとうラジオこうとう 88.5MHz(レインボータウンFM)、インターネ

ット(サイマル・リスラジ)でお聴きになれます

6／28(日)〜7／4(土)

●安全安心のまち 水害対策【後編】 安全安心につながる施策や事業をシリーズで
お届け。大雨や台風などへの水害対策を掲載した冊子を詳しくご紹介します

●久染先生の歴史講座【後編】 後編では、区内を縦横に流れる水運を利用して発展し
てきた江東区の成り立ちを歴史のスペシャリスト、久染健夫先生がレクチャーします

●江東かわら版 社会を明るくする運動 犯罪や非行を予防し、更生を支援する活
動｢社会を明るくする運動｣について、手話付きでご紹介します

●ママパパ応援隊 きほんの離乳食講座 小さなお子様のいるママパパを応援する
シリーズ。今回は、きほんの離乳食講座をお送りします

●アンコール放送 目指せ！俳句の達人 俳句にまつわる史跡やスポットを訪ねな
がら、俳句作りに挑戦！俳句を作る時のポイントやその楽しさをお伝えします

●区政最前線〜区長記者会見〜 山﨑孝明江東区長が最新の区政を発信する記者会
見の模様をお伝えします

●江東お店の魅力発掘発信事業｢ことみせ｣ 区の情報誌｢ことみせ｣やホームページ
に掲載されているお店を実際に訪れて、その魅力をリポートします

7／26(日)〜8／1(土)

7／5(日)〜11(土)

●子ども家庭支援センター みずべ 新たにオープンした有明子ども家庭支援セン
ターを中心に、子ども家庭支援センターの取り組みや事業の内容をご紹介します

●20分特集番組 区内にはさまざまな施設があり、特色ある活動を行っています。
その様子を存分にお届けします

7／12(日)〜18(土)

7／19(日)〜25(土)

●シェン先生のもっとおもてなし英会話 特別編 ★
●久染先生の歴史講座【前編】 江東区の成り立ちや歴史を前編と後編に分けて、歴
史のスペシャリスト、久染健夫先生がご紹介します

※1 ｢合計所得金額｣とは、収入金額から必要経費を控除した金額のことで扶養控除
や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

※2 同一世帯の第1号被保険者の年金収入＋その他の合計所得金額の合計額が単身
で340万円、2人以上の世帯で463万円に満たない場合、2割負担になります(｢そ
の他の合計所得金額｣とは合計所得金額から公的年金所得を除いた額です)。

※3 合計所得金額が160万円以上でも、同一世帯の第1号被保険者の年金収入＋その
他の合計所得金額の合計額が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円に満た
ない場合、1割負担になります。

本人の合計所得金額(※1)が220万円以上

本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満

○本人の合計所得金額が160万円未満
○住民税非課税者
○生活保護受給者

第2号被保険者(40〜64歳)

第
�
号

被
保
険
者

(

歳
以
上
)

65
3割負担(※2)

2割負担(※3)

1割負担

貸
出
施
設
の
使
用
料
等
は
︑
安
定

的
な
施
設
運
営
の
た
め
︑
維
持
管
理

に
必
要
な
財
源
を
税
金
だ
け
で
賄
う

の
で
は
な
く
︑
施
設
を
利
用
す
る
方

に
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
と
し
て
一
定
の

ご
負
担
︵
使
用
料
等
︶
を
い
た
だ
い

て
い
ま
す
︒
今
回
の
使
用
料
等
の
改

定
に
あ
た
っ
て
は
︑
貸
出
施
設
の
維

持
管
理
コ
ス
ト
︵
物
件
費
等
︑
人
件

費
︑
建
物
の
減
価
償
却
費
︶
と
現
行

料
金
で
最
大
に
得
ら
れ
る
使
用
料

︵
最
大
徴
収
使
用
料
︶
を
平
成

年
30

度
決
算
に
基
づ
き
検
証
し
ま
し
た
︒

そ
の
結
果
︑
維
持
管
理
コ
ス
ト
と

現
行
使
用
料
で
は
︑
約
�
・
�
倍
の

大
幅
な
乖

か
い

離り

が
生
じ
て
い
る
こ
と
か

ら
︑
今
回
︑
貸
出
施
設
の
使
用
料
等

を
改
定
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な

り
ま
し
た
︒

対
象
施
設

使
用
料
等
改
定
の
対
象
施
設
は
︑

公
の
施
設
で
施
設
使
用
料
︵
指
定
管

理
施
設
は
利
用
料
金
︶
を
徴
収
し
て

い
る
施
設
で
す
︒

使
用
料
等
の
改
定
率

施
設
の
維
持
管
理
コ
ス
ト
と
最
大

徴
収
使
用
料
の
乖
離
率
を
算
出
し
ま

し
た
︒

本
区
で
は
︑
従
来
︑
使
用
料
等
の

改
定
率
に
つ
い
て
は
︑
乖
離
額
に
対

す
る
︑
維
持
管
理
コ
ス
ト
の
縮
減
に

よ
る
負
担
︵
公
費
負
担
︶
と
貸
出
施

設
を
利
用
す
る
方
の
ご
負
担
︵
受
益

者
負
担
︶
の
割
合
を
原
則
�
／
�
ず

つ
と
し
て
い
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
今

回
の
乖
離
状
況
に
お
い
て
は

％
の

50

引
き
上
げ
を
要
す
る
こ
と
か
ら
︑
ご

負
担
い
た
だ
く
割
合
を
�
／
�
と
し
︑

現
行
使
用
料
等
を

％
引
き
上
げ
さ

20

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
ま
し
た
︒

な
お
︑
個
人
使
用
料
も
今
回
の
改

定
対
象
と
な
り
ま
す
が
︑
現
行
区
分

の
小
中
学
生
お
よ
び
高
齢
者
に
つ
い

て
は
︑
料
金
を
据
置
き
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
︒

使
用
料
等
改
定
の
時
期

使
用
料
等
改
定
の
時
期
は
︑

月
10

�
日
使
用
承
認
分
か
ら
適
用
と
な
り

ま
す
︒
従
っ
て
︑
貸
出
施
設
の
使
用

日
が

月
以
降
で
あ
っ
て
も
︑
�
月

10

中
に
使
用
承
認
の
手
続
き
を
し
た
場

合
は
︑
改
定
前
の
使
用
料
等
が
適
用

と
な
り
ま
す
︒

各
施
設
の
新
た
な
使
用
料
等

改
定
後
の
貸
出
施
設
ご
と
の
使
用

料
等
は
︑
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
て
い
ま
す
︒
区
で
は
︑
今
後
と
も

効
率
的
な
施
設
運
営
に
よ
り
維
持
管

理
コ
ス
ト
の
縮
減
に
取
り
組
む
と
と

も
に
︑
区
民
の
皆
さ
ん
に
親
し
ま
れ

る
施
設
と
し
て
一
層
の
サ
ー
ビ
ス
向

上
に
努
め
て
い
き
ま
す
︒
今
回
の
施

設
使
用
料
等
の
改
定
に
ご
理
解
︑
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
︒

▢問
財
政
課
予
算
担
当
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歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
サ
ー

65
ビ
ス
利
用
者
負
担
割
合
は
︑
一
定
以

上
の
所
得
︵
本
人
の
合
計
所
得
金
額

が
�
�

万
円
以
上
で
︑
年
金
収
入

＋
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
が
単
身

世
帯
で


�

万
円
以
上
︑
�
人
以

上
世
帯
で
�
�


万
円
以
上
︶
が
あ

る
方
は


割
︑
そ
れ
以
外
の
方
は
�

割
ま
た
は
�
割
と
な
り
ま
す
︒

※
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に

よ
る
負
担
上
限
が
あ
る
た
め
︑


割

対
象
者
す
べ
て
が


倍
の
負
担
に
な

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
方
︑
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ

ー
ビ
ス
事
業
対
象
者
に
︑
�
月
�
日

か
ら
の
ご
自
身
の
負
担
割
合
が
何
割

か
を
示
し
た
﹁
負
担
割
合
証
﹂
を
�

月

日
︵
月
︶
に
お
送
り
し
ま
す
︒
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